
インテリジェンス機関の関係法制 

 

●警察法 

第二条 「警察は、…公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」 

 

●防衛省設置法 （所掌事務） 

第四条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 防衛及び警備に関すること。 

二 自衛隊（自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう）の行動に関すること。 

三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ

と。 

四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。 

 

●内閣法 

第十二条 内閣に、内閣官房を置く。 

２ 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 

六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 

第十九条 内閣官房に、内閣情報官一人を置く。 

＜内閣官房組織令＞ 

内閣は、内閣法（昭和二十二年法律第五号）第十六条第二項及び第十七条の規定に基き、こ

の政令を制定する。 

（内部組織） 

 第一条 内閣官房に、次の四室を置く。 

内閣総務官室 内閣広報室 内閣情報調査室 国家サイバー統括室 

 

●国家情報会議設置法案（内閣法の一部改正） 

第十六条の二 内閣官房に、国家情報局を置く。 

  ２ 国家情報局は、次に掲げる事務をつかさどる。 

   一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち、国家情報会議設置法（令和八

年法律第▼▼▼号）第二条に規定する重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘

密の保護に関する法律（平成二十五年法律第百八号）第三条第一項の特定秘密の保護に関す

るもの（内閣広報官の所掌に属するものを除く。） 

   二 第十二条第二項第六号に掲げる事務 

   三 国家情報会議設置法第十二条の規定により国家情報局が処理することとされた国家情報会

議の事務 

   四 国家情報会議設置法第七条の規定により国家情報会議に提供された資料又は情報その他の

前三号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務 

  ３ 国家情報局に、国家情報局長を置く。 

  ４ 国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。 

 

 

出典：各法令より抜粋し、波線は大門事務所で追加して作成 
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